
令和３年度　町政懇談会を開催します
　町民が主体となって安平町の目指すまちづくりを実現するため、より多く町民からの声をお聞き
し、地域の課題や将来像等について共通理解を図るため、町長と直接対話ができる「町政懇談会」
を下記の日程で行います。
　町内４地区で開催しますので、ご都合の良い会場にお越しください。※参加申込不要
日　程　11月５日㈮� 18時30分～　追分公民館　大集会室
　　　　11月８日㈪� 18時30分～　安平公民館　多目的ホール
　　　　11月９日㈫� 18時30分～　遠浅公民館　体育館
　　　　11月10日㈬� 18時30分～　町民センター　大ホール
　　　　　※ 実施前に窓口にて検温および体調確認をさせていただくとともに、アルコール消毒と

マスク着用のご協力をお願いします。
話　題　安平町のまちづくりに関すること（予定）
問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎㉒2751

安平町国民健康保険と
後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われたことにより会社等を休み、給与等の全
部または一部を受けることができない場合、傷病手当金を支給します。
　また、適用期間が令和３年12月31日㈮まで延長となります。
対 象 者　以下の要件を全て満たす方
　　　　　　①安平町国民健康保険の被保険者または北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者
　　　　　　②給与等の支払いを受けている方
　　　　　　③�新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われたことにより労務に服す

ることができなくなった日から起算して３日を経過した日から、労務に服すること
ができない期間に給与等の全部または一部を受けることができない方

支 給 額　（直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日数）×２／３
×労務に服することができなかった日数（待機３日間を除く）

適用期間　�令和２年１月１日㈬から令和３年12月31日㈮の間で療養のため労務に服することがで
きない期間

申請方法　�申請には支給申請書のほか、事業主の証明書、医師の意見書が必要となりますので、申
請の際には事前にお電話でご相談願います。

申請期限　令和４年３月31日㈭まで
問 合 せ　健康福祉課国保・介護グループ　☎㉙7072
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